
山形県町村会規約 

(大正 10.10.24創立) (昭和 23.4.1改組)  

(昭和 38.6.21制定)(昭和 39. 2.20改正)  

(昭和 39.4,1改正)（昭和 40. 2.22改正)  

(昭和 40. 7.26改正) (昭和 42.6.22改正)  

(昭和 47.2.15改正)(昭和 53.2,3改正)  

(昭和 62.2,23改正)(平成 5.2.19改正)  

(平成 13.10.24改正)(平成 15,2.14改正)  

(平成 17.10.21改正)  

第 1章 総 則 

(会の名称及び組織)  

第１条 本会は、山形県町村会と称し、山形県内全町村をもって組織する。  

(事務所の所在地)  

第２条 本会の事務所は、山形市松波四丁目１番１５号山形県自治会館内に置く。  

(目 的)  

第３条 本会は、地方公共事務の円滑な運営を図り地方自治の振興発展を図ることを的

とする。  

(事 業)  

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  

(１)町村の事務及び町村長の権限に属する事務の連絡調整  

(２)国及び地方公共団体又はその他の公共団体の事務処理  

(３)地方自治の振興発展に資するための陳情、請願、建議並びに調査研究  

(４)町村職員の教養並びに素質の向上に必要な研修及び福利厚生に関すること  

(５)市町村有物件の災害共済に関すること  

(６)市町村消防設備資金の融資事務に関すること  

(７)全国町村会並びに系統町村会との連絡協調  

(８)市町村の委任事務に関すること  



(９)県並びに市の長及び議会の議長の連合機関との連絡協調  

(１０)その他目的達成上必要な事項  

 

第２章 会 議 

(会 議)  

第５条 本会の会議は、総会、正副会長会及び委員会とする。  

２ 総会は毎年３回これを開く。ただし、会長が特に必要と認めたときは、臨時に総会を

開くことができる。  

３ 正副会長会及び委員会は、会長が必要と認めたとき随時これを開くものとする。 

総会は、本会の最高議決機関とし、第３条の目的達成に必要な重要事項は総会の議決

を経なければならない。  

(招 集)  

第６条 前条の会議は、すべて会長が招集する。  

２ 会議構成員の３分の１以上の者から会議に附議すべき事件を示して会議招集の請求

があるときは、会長は、速やかにこれを招集しなければならない。  

(出 席 者)  

第７条 会議に出席すべき町村の代表者は、当該町村の長とする。  

(議長の職務)  

第８条 総会における会議の議長の職務は会長がこれを行い、委員会における会議の議

長の職務は当該委員会の委員長がこれを行う。  

但し、会長又は委員長に事故ある場合は副会長又は副委員長がその職務を代理し、

会長及び副会長又は委員長及び副委員長ともに事故ある場合は、その会議に出席

している者の中から仮議長を選挙し、その者に議長の職務を行わせなければなら

ない。 

(定 足 数)  

第９条 会議は、その構成員の半数以上の者が出席しなければ議事を開くことができない。  

(表 決)  

第１０条 会議の議事は、出席している者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長

の決するところによる。  

２ 議長は表決権を有しない。  

 



第３章 執行機関 

(会長及び副会長)  

第１１条 本会に会長１人、副会長３人を置く。  

２ 会長及び副会長は、町村長の中から総会において選挙する。  

３ 任期中途における副会長の補欠選任については、前項の規定にかかわらず当該地方

町村会の推薦を経て会長が指名する。  

(会長、副会長の職務権限)  

第１２条 会長は、本会の会務を総理し、本会を代表する。  

２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。  

３ 会長及び副会長は、第１６条に定める委員会に出席し、意見を述べることが  

できる。  

(任 期)  

第１３条 会長及び副会長の任期は２年とし、再任を妨げない。  

２ 前項の任期は選挙の日から起算する。ただし、前任者の任期満了の日前に選挙を行っ

た場合においては、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。  

３ 前任者の任期満了の日後に選挙を行った場合においては、前任者は後任者の就任す

るまでなお在任する。  

４ 補欠により会長又は副会長となった者の任期は、前任者の残任期間とする。  

５ 第１項から第４項までの規定は、第１８条に定める各委員会の委員並びに第２０条

に定める各委員会の委員長及び副委員長の任期にこれを準用する。 

(報 酬)  

第１４条 会長、副会長には報酬を支給しない。但し必要に応じ実費を弁償することがで

きる。  

(顧 問)  

第１５条 本会に、顧問を置くことができる。  

２ 顧問は、会長の推薦により総会の議決を経て委嘱する。  

３ 顧問は、重要な会務について会長の諮問に応ずるとともに、意見を述べることができる。  

 

 

 



第４章 委員会 

(委員会の設置及び名称)  

第１６条 本会に総務及び産業経済の各委員会を置く。  

(委員会の所管事項)  

第１７条 委員会の所管する事項は、次のとおりとする。  

(１)総務委員会  

    会の機構、運営、予算、決算並びに税、地域振興、通信、文教、科学、厚生労働、環境及

び産業経済委員会に属さない事項  

(２)産業経済委員会  

    農林水産、産業、経済、交通及び建設に関する事項  

２ 前項第１号のうち、会の機構など重要事項については、産業経済委員会にも提案する。  

(委員の定数及び選任)  

第１８条 委員会は、町村長全員で構成し、それぞれ所属する委員の数は、次のとおりと

する。  

(１)総務委員会   ９人  

(２)産業経済委員会 ９人  

２ 委員の選出は、総会の同意を得て会長が指名し、その選出区分は別表に定めるとこ

ろによる。ただし、会長及び副会長の職にある者は委員会の委員を兼ねることができ

ない。  

３ 任期中途における委員の異動のときは、当該地方町村会の同意を得て会長が指名する。  

(委員の所属変更)  

第１９条 会長は、委員の中から所属委員会の変更申出があったときは、総会の同意を

得てこれを変更することができる。  

(委員長及び副委員長)  

第２０条 各委員会に、委員長及び副委員長１人を置く。  

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選による。  

(委員長の職務権限)  

第２１条 委員長は、委員会を代表し、会議を主宰する。  

２ 委員会の会議運営に関し、必要なことは委員長が定める。  



３ 委員長は、委員会の運営及び会議の開催等について必要あるときは、会長に意見を

述べることができる。  

(合同委員会等)  

第２２条 委員長は、相互に関連がある事件の審議にあたり、必要と認められる場合に

は、当該委員会の委員長の協議により合同委員会を開くことができる。  

２ 合同委員会で取扱った事件の処理及び総会に対する報告等は、委員長の協議により

何れかの委員長が行わなければならない。ただし、事件の性格上共同で行うことが適

当である場合はこの限りでない。  

(委員会の事件処理等)  

第２３条 総会に提出する議案は総て、当該委員会の審議を経なければこれを提出する

ことができない。  

２ 総会において委員会に付託された事項については、当該委員会は必要な調査研究と

充分な審議を行い、これを実行に移すことができる。  

(委員会の報告)  

第２４条 各委員会において処理した事件については、当該委員会の委員長は、次の総

会においてその経過顛末を報告しなければならない。 

２ 前項の報告には、当該事件にかかる資料又は書類を添えて報告しなければならない。 

(専門委員会)  

第２５条 本会に常設又は臨時の専門委員会を置くことができる。  

２ 専門委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから総会の同意を得て、会長が選任

する。  

３ 前項の委員は第 16条の委員会の委員と兼ねることができる。  

(委員の報酬)  

第２６条 委員には、報酬を支給しない。ただし、必要に応じ実費を弁償することができる。  

 

第５章 事 務 局 

(事務局及び職員)  

第２７条 本会に事務局を置き、事務局長及びその他の職員は会長が任免する。  

(事務局の組織運営)  

第２８条 事務局の組織運営に関し必要な事項は、別に規程で定める。  



２ 職員の身分取扱等に関しては、地方公務員の例に準ずるものとする。  

 

第６章 監査委員 

(監査委員の設置)  

第２９条 本会に監査委員を置く。  

２ 監査委員は２人とし、町村長の中から会長が総会の同意を得て選任する。 

３ 任期中途における監査委員の補欠選任については、前項の規定にかかわらず各委員

会の同意を経て会長が指名する。  

４ 監査委員は、会長、副会長及び第１６条の委員会の委員長と、これを兼ねることがで

きない。  

(任 期)  

第３０条 監査委員の任期は２年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任

期間とする。  

２ 任期中において、町村長の職を失ったときは、同時にその職を失う。  

(監査の実施)  

第３１条 監査委員は、毎年２回以上会計監査を実施しなければならない。  

２ 監査について、会長にこれを報告しなければならない。  

(監査委員の報酬)  

第３２条 監査委員には報酬を支給しない。ただし、必要に応じ実費を弁償することがで

きる。  

 

第７章 会 計 

(経費及び会費等)  

第３３条 本会の経費は、会費、補助金、寄附金及びその他の収人をもって充てる。  

２ 会費は、町村の負担とし、その金額及び分賦方法等は毎年度予算で定める。  

(予算及び会計年度)  

第３４条 本会の毎年度予算は、会長が調整し、年度開始前に総会の議決を経なければな

らない。  

２ 本会の会計年度は、政府の会計年度による。  



(決 算)  

第３５条 会長は、決算及び証書類を監査委員の審査に付しその意見を附けて、次の通常

予算を議する会議までに総会の認定に付さなければならない。  

  

第８章 補 則 

(規約の改廃)  

第３６条 この規約は、総会の議決を経なければ改廃することができない。  

(規程の委任)  

第３７条 この規約の施行に関し必要な事項は、当該委員会の議決を経て会長が別に定

める。  

附 則  

(施 行 日)  

第１条 この規約は、昭和３８年６月２１日から施行する。  

(職員の身分)  

第２条 この規約施行の際、現に在職する職員で規約第２７条の職制の地位にある者は、

この規約による相当職に任命されたものと見做す。  

(規約及び規程の廃止)  

第３条 山形県町村会規約及び山形県町村会政務調査会規程(昭和３０年７月１９日制

定)は、昭和３８年６月２１日限り廃止する。  

   附 則  

１ この規約改正は、昭和３９年２月２０日から施行する。  

附 則  

１ この規約改正は、昭和３９年４月１日から施行する。  

    附 則  

１ この規約改正は、昭和４０年２月２２日から施行する。  

    附 則  

１ この規約改正は、昭和４０年７月２６日から施行し、昭和４０年３月１日から適用する。  

    附 則  

１ この規約改正は、昭和４２年６月２２日から施行する。  



    附 則  

１ この規約改正は、昭和４７年４月１日から施行する。  

    附 則  

１ この規約改正は、昭和５３年２月３日から施行する。  

    附 則  

１ この規約改正は、昭和６２年２月２３日から施行する。  

    附 則  

１ この規約改正は、平成５年２月１９日から施行する。  

    附 則  

１ この規約改正は、平成１３年１０月２４日から施行する。  

    附 則  

１ この規約は、平成１５年２月１４日から施行する。  

    附 則  

１ この規約は、平成１７年１０月２１日から施行し、平成１７年１１月１日から適用する。 


